
アメリカ株の配当金の二重課税を 
取り戻すための確定申告 

■対象者 
FMS卒業生 

■ゴール 
アメリカ株の二重課税で払いすぎた税金を取り戻すためにSBI証券、楽天証
券で何をすればいいのかを知る 

■今日の内容 
①アメリカ株の配当金の二重課税とは？ 
②払いすぎた税金を取り戻す方法（SBI証券、楽天証券） 

■受講前のお願い 
①マイクはミュートで受講ください 
②カメラオンで受講をお願いします 
③質問は質問時間にお願いします（チャットに書き込んでください） 
④リアクションいただけると嬉しいです^^ 

①アメリカ株の配当金の二重課税とは？ 
アメリカ株の配当金に関しては、「アメリカ」「日本」でそれぞれ税金がか
かっている（米国：10％、日本：20.315%） 

回避するにはどうすればいい？ 
確定申告をして「外国税額控除」の適応を受ける！ 



注意点 
①そのまま還付されるわけではなく、自分の払い込んだ所得税から還付され
る仕組み。納める所得税自体が少ないと、全額は取り戻せないこともある。
（控除の限度額が決まっている） 

《外国税額控除のイメージ》 

②投資による利益が非課税になるNISA口座で外国株を買っている場合は、申
告することができない 

《NISA口座、一般・特定口座と税金の一覧》 

NISA口座 一般・特定口座
米国税 日本税 米国税 日本税

配当金 ○ × ○ ○
売却益 × × × ○



②払いすぎた税金を取り戻す方法（SBI証券、楽天証券） 

確定申告に必要なの 
・外国税額控除に関する明細書 
・年間取引報告書（支払通知書） 

※2019年の税制改正により「年間取引報告書」の添付が不要となったが、外
国税額控除の適用を受ける場合には明細書として添付が必要 
（電子交付の場合は印刷したもので可） 

年間取引報告書の確認方法 
・SBI証券 
・楽天証券 

SBI証券　詳細はこちら 

年間取引報告書（支払通知書）の交付日、交付方法の確認 

《確認方法》 
「口座管理」の「閲覧」にて選択 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=none&dir=info&file=home_info141217.html


注意点 
①「特定口座　源泉徴収あり」の口座は、「年間取引報告書」に配当金等の
明細が記載される。別途、支払通知書は発行されない。外国株式の配当金
等の支払いの都度、作成される「外国株式等 配当金等のご案内（兼）支払
通知書」はご案内になり確定申告で使用することはできない。 

②「特定口座　源泉徴収なし」口座は、外国株式の配当金の支払い時には都
度、「外国株式等 配当金等のご案内（兼）支払通知書」が作成される。1
月中旬に交付予定の上場株式配当等支払通知書には記載されない。 

③NISA口座では確定申告を行う必要がないため、特定口座のような「年間取
引報告書」は発行されない。 

支払通知書と外国税額控除に関する明細書の記載例（SBI証券） 

国外株式又は国外投資信託等の項目の「配当金等の額」「外国所得税の額」
が確定申告の際に必要！ 

https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop690_koujyo.html


楽天証券　詳細はこちら 

年間取引報告書（支払通知書）の交付日、交付方法の確認 

《確認方法》 
ログイン後、「マイメニュー」の「取引報告書等」をクリック 

支払通知書と外国税額控除に関する明細書の記載例（楽天証券）  

⑧国外株式又は国外投資信託等の項目の「配当金等の額」「外国所得税の
額」が確定申告の際に必要

https://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/tax/report_sample/
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20200131-05.html
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